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〇住まい分科会 

＜危機に強い住まいづくり＞ 

①南海トラフ大地震への備え 

1）あいち耐震改修Ｎ倍プロジェクトの取組状況 

・あいち耐震改修Ｎ倍プロジェクトとは、耐震改修事業者（設計者・施工者）と行政（県・市町村）

が連携して、耐震改修を強力に進めていくための取組である。耐震改修推進事業者の周知、耐震

改修に係る技術講習の開催、耐震推進事業者を支援するツールの作成、愛知県耐震改修ポータル

サイトの運営など、耐震改修を進めるための様々な取組を行っている。 

・木造住宅における耐震診断の件数は、平成 25年から毎年 4,000～5,000件程度で推移している。 

・また、耐震改修の件数は、平成 26 年から 500～600 件程度で推移している。したがって、耐震診

断を実施したうち、１割程度が耐震改修を実施している状況である。 

●本県の耐震診断、耐震改修の状況 

資料：あいち耐震改修ポータルサイト http://aichi-nbai.com/index.html 

資料２-１
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2）市町村別の被害予測調査結果 

・全体で被害が最大となるケースの主な被害予測結果は次のとおり。 

建物被害：冬・夕方（18時）のケースの場合、県全体で 94,000 棟が全壊・焼失すると想定さ

れる。要因別としては、揺れによる全壊が 47,000 棟となっており、全体の約 50％

に上る。また、地震火災による焼失が 23,000 棟となっており、全体の約 24％に上

る。 

人的被害：冬・深夜（５時）のケースの場合、県全体の死者数は 6,400 人と想定される。要

因別としては、浸水・津波による死者数が 3,900 人となっており、全体の約 61％

に上る。また、建物倒壊等による死者数が 2,400 人となっており、全体の約 38％

に上る。 

※南海トラフで繰り返し発生している地震・津波のうち、発生したことが明らかで規模の大きいもの（宝永、

安政東海、安政南海、昭和東南海、昭和南海の５地震）を重ね合わせた地震・津波モデルを想定し、建物被

害、人的被害等の被害量を想定。 
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●全体で被害が最大となるケース（建物・人的被害について） 

資料：愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査報告書（平成 26 年３月）
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3）市町村別の所有関係別住宅数 

・本県の住宅を所有関係別にみると、持ち家は、59.5％と全国の 61.2％よりやや低い。 

・愛知県内の地域別にみると、持ち家は、名古屋では 47.0％と低いが、他の地域は６～７割程

度である。 

・市町村別にみると、持ち家率が 80％以上と高い市町村は、愛西市、阿久比町、南知多町、新

城市である。一方、持ち家率が 50％以下の市町村は、名古屋市と岩倉市である。 

●所有関係別住宅数比率（全国値・愛知県値・地域別の状況）（第１回有識者会議資料の再掲） 
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人口１万５千人未満の町村が表章されていないため地域別の合算と県値は一致しない 

資料：平成 30 年住宅・土地統計調査 
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●所有関係別住宅数比率（市町村別の状況） 
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資料：平成 30 年住宅・土地統計調査
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②激甚化する風水害や土砂災害等への備え 

1）市町村のハザードマップ策定・公開状況及び市町村の取組事例 

・愛知県下の全ての市町村において、洪水・内水・高潮・土砂災害のいずれかのハザードマップが

策定されている。 

●ハザードマップの国のポータルサイトでの公開状況 

洪水 内水 高潮 土砂災害

名古屋市 ◯ ◯ ◯

豊橋市 ◯ ◯ ◯ ◯

岡崎市 ◯ ◯ ◯

一宮市 ◯ ◯

瀬戸市 ◯ ◯

半田市 ◯ ◯ ◯

春日井市 ◯ ◯

豊川市 ◯ ◯ ◯

津島市 ◯

碧南市 ◯ ◯

刈谷市 ◯ ◯ ◯

豊田市 ◯ ◯

安城市 ◯ ◯

西尾市 ◯ ◯

蒲郡市 ◯ ◯

犬山市 ◯ ◯ ◯

常滑市 ◯ ◯ ◯

江南市 ◯ ◯

小牧市 ◯ ◯ ◯

稲沢市 ◯

新城市 ◯ ◯

東海市 ◯ ◯ ◯ ◯

大府市 ◯ ◯

知多市 ◯ ◯ ◯

知立市 ◯ ◯

尾張旭市 ◯ ◯ ◯

高浜市 ◯ ◯ ◯

岩倉市 ◯ ◯

ハザードマップを国のポータルサイトで公開
市町村

洪水 内水 高潮 土砂災害

豊明市 ◯

日進市 ◯ ◯

田原市 ◯

愛西市 ◯

清須市 ◯ ◯

北名古屋市 ◯ ◯

弥富市 ◯

みよし市 ◯ ◯ ◯

あま市 ◯ ◯

長久手市 ◯

愛知郡東郷町 ◯

西春日井郡豊山町 ◯ ◯

丹羽郡大口町 ◯

丹羽郡扶桑町 ◯ ◯

海部郡大治町 ◯

海部郡蟹江町 ◯ ◯ ◯

海部郡飛島村 ◯

知多郡阿久比町 ◯ ◯

知多郡東浦町 ◯ ◯ ◯

知多郡南知多町 ◯

知多郡美浜町 ◯

知多郡武豊町 ◯ ◯

額田郡幸田町 ◯ ◯ ◯

北設楽郡設楽町 ◯

北設楽郡東栄町 ◯

北設楽郡豊根村 ◯

計 42 30 9 30

策定率 77.8% 55.6% 16.7% 55.6%

ハザードマップを国のポータルサイトで公開
市町村

※ハザードマップポータルサイトへのリンク状況（随時更新だが更新まで時間がかかる場合がある） 

資料：国交省 ハザードマップポータルサイト「わがまちハザードマップ」令和 2年 10 月 15 日時点 
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●市町村の取組事例 岡崎市水害対応ガイドブックのうち「浸水被害を軽減する方法」 

・岡崎市では、「岡崎市水害対応ガイドブック」において、「浸水被害を軽減する方法」が周知

されている。 

資料：岡崎市水害対応ガイドブック 
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2）水害に強い住まいづくりの事例 

・令和元年東日本台風（第 19 号）による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分

に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のラ

イフラインが一定期間使用不能となる被害が発生した。 

・こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、主に共同住宅における浸水対策として、国土交通省

と経済産業省の連携のもと、学識経験者、関連業界団体等からなる「建築物における電気設備の

浸水対策のあり方に関する検討会」を令和元年 11 月に設置し、令和２年６月に「建築物におけ

る電気設備の浸水対策ガイドライン」としてとりまとめた。 

●建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインの概要 

資料：国土交通省「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」 
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●（株）一条工務店の耐水害住宅 

・住宅メーカーでは、耐水害住宅の開発が試みられており、対応策としては、換気口等からの

浸水対策、排水管の逆流対策、電気設備等の水没対策等が示されている。 

資料：（株）一条工務店ＨＰ 
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3）周辺環境で重視した点、今後重視したい点 

・周辺環境について住まい選びで重視した点として、「立地・アクセス性」の割合が最も高い。 

・今後、住まいの周辺環境で重視したいものについては、全体としてばらつきがあるものの「治安」

の割合が最も高く、次いで「災害の受けにくさ」の割合が高い。 

●周辺環境で重視した点、今後重視したい点 

注：複数回答可。回答数は 2,150 件。無回答 0.5％ 

国土交通行政モニターアンケートより住宅局が作成 

資料：社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料 
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＜子育て・子育ち＞ 

①子供を産み、育てやすい住まいの実現 

1）他県における支援制度の事例 

・埼玉県では、子育てしやすい住環境の整備を促進することにより、希望する数の子供が持てる環

境づくりを図るため、中古住宅の取得に係る諸経費に対し、最大 50 万円（公社助成金を含む）

を補助する住宅支援を実施している。子育て支援と中古流通促進を併せた取組みとなっている。

・本事業は、「家が狭い」などの理由で希望する数の子どもが持てないでいる世帯の住宅取得を支

援することで、住環境の向上と希望する子供を持とうとする県民のマインドを強くすることを目

的としている。 

●埼玉県：多子世帯向け中古住宅取得支援事業（令和２年度事業の概要） 

■所管  ：埼玉県 都市整備部 住宅課
■補助金額 

■受付期間・件数 

・令和 2年 4月 1日から令和 3年 3 月 15 日 

■受付件数 

(1)140 件（先着順）(2)100 件（(2)のみの申請不可） 

■申請可能な住宅取得完了時期（住宅取得完了：住民票移動と移転登記が終了した時点） 

・令和 2年 1月 1日から令和 3年 3 月 15 日 

■補助対象となる世帯（多子世帯） 

・18歳未満の子が 3人以上の世帯

・18歳未満の子が 2人で 3人目を希望する夫婦がともに 40 歳未満の世帯 

■(1)の助成を受ける場合の住宅要件

・全部事項証明書に記載された建物の新築年月日から２年を超えている住宅又は人が居住したことがあ

る住宅（中古住宅）であること 

・自己居住用の住宅であること 

・（ア）（イ）どちらか該当する方を満たすこと。 

（ア）戸建住宅 建物の床面積 100 ㎡以上である。 

（イ）マンション 床面積 80 ㎡以上又は 5室以上である。 

・新耐震基準の住宅である。 

・住宅取得の完了年月日が令和 2年 1月 1 日以降である。 

・建物の所有権が申請者及び配偶者合わせて持分 1/2 以上ある。 

■(2)①の助成を受ける場合のリフォーム工事の要件

・(1)の採択を受けている。 

・中古住宅取得に伴い実施するリフォーム工事である。 

・リフォーム工事額が 20 万円（税込み）以上である。 

・リフォーム工事の内容が、「子育て環境の向上に資する」建物の増改築・内装・設備・外装工事等に該

当する。 

■(2)②の助成を受ける場合の要件

・(1)の採択を受けている。 

・親世帯と同居又は近居する。 

事業者 種類 補助額 補助対象経費 

(1)埼玉県 中古住宅取得 最大40万円 仲介手数料、ローン保証料など 

(2)埼玉県住

宅供給公社 

①中古住宅取得に伴う住宅リフ

ォーム 

②親世帯との同居・近居 

10 万円（定

額） 

①の場合は 20 万円以上のリフォー

ム工事費(埼玉県内の業者によるリ

フォームが対象)  

資料：埼玉県ＨＰ：https://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/tashi/reiwa2tashi.html#seido1 
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2）県営住宅における取組 

・本県の県営住宅では、多子世帯、母子・父子世帯に対する居住支援として優先入居制度を設けて

いる。 

・また、建替え時には、地域のニーズに応じた子育て支援施設の併設を推進している。 

●県営住宅における子育て支援としての優先入居制度 

資料：あいち 子育て・子育ち応援プラン 

●建替事業に伴う未利用地の福祉施設用地としての活用状況（2010 年度以降分） 

資料：愛知県営住宅長寿命化計画（P18) 
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②若者や子育て世帯、女性が望むライフ・ワークスタイルを実現する居住環境づくり 

1）若年女性の東京転出入への意識 

・東京圏は、女性にとって職業の選択肢が多く、転職・起業のチャンスも多いことや、最先端の文

化・芸術や流行に触れることができるなどの点で評価が高い。 

・就職当時のキャリア形成に対する考え方について、愛知県の大学等を卒業した後、最初の就職の

際に東京圏に転出した女性は、キャリアアップ志向、結婚・出産後も働き続ける意識が高い。 

●若年女性の東京転出入への意識 

○働く環境の評価          （％）   ○暮らす環境の評価          （％）

○就職当時のキャリア形成に対する考え方                   （％） 

資料：愛知県「若年女性の東京圏転出入に関する意識調査」（2017 年度） 
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2）愛知の住みやすさ発信サイト 

・愛知県の住みやすさに関する様々な情報を提供しているサイト。統計データによる、「住みやす

さ」に関する情報発信や愛知県に移住された方へのインタビュー結果等を公開している。 

●愛知の住みやすさ発信サイト 

＜住みやすさに関する統計データ等＞ ＜「住みやすさ」に関する動画等＞ 

＜移住者へのインタビュー＞ ＜県下市町村の PR動画の紹介＞ 

資料：愛知の住みやすさ発信サイト（https://www.pref.aichi.jp/chiho-sosei/sumiyasusa/） 
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＜高齢者・セーフティネット＞ 

①高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けられる住生活の実現 

1）高齢者向け住まいの状況（第１回有識者検討会議資料再掲） 

・県内の高齢者向け住まいは、5.0 万戸。高齢者数に占める割合は、2.7％。 

●高齢者向け住まいの状況 

住宅名称 戸数 備考 

サービス付き高齢者向け住宅 10,324 戸 2019 年 3月 31 日時点 

シルバーハウジング 1,505 戸 2019 年 3月 31 日時点 

地域優良賃貸住宅（高齢者型） 1,082 戸 2019 年 3月 31 日時点 

高齢者向け優良賃貸住宅 1,338 戸 2019 年 3月 31 日時点 

有料老人ホーム 31,483 戸 2020 年６月１日時点 

軽費老人ホーム 4,183 戸 2020 年６月１日時点 

高齢者向け住まい計 49,915 戸 

高齢者人口 1,875,260 人 2020 年４月１日時点 

高齢者向け住まいの割合 2.7％ ― 
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2）高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン（国交省 H31.3） 

・高齢期をより健康で快適な豊かなものにするためには、住まいの備えが不可欠である。 

・高齢期にさしかかる前の可能な限り早い段階において、自らの判断に基づき、高齢期の住まいや

住まい方を選択し、必要な場合には住まいの改修を行うことが望ましい。 

・ガイドラインは、プレシニア・アクティブシニアを主な対象として、高齢期に備えた既存住宅の

改修に関する配慮事項が示されている。 

●ガイドラインが目指す住まいのイメージ 

●配慮事項（項目一覧） 

資料：国土交通省 HP https://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000202.html 
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3）遠隔在宅ケアサポート・システムの事例 

・特別養護老人ホーム等の高齢者施設や病院においては、センサー等を利用した見守りの普及が進

み、近年は、在宅高齢者を遠隔で見守る仕組の開発・実証実験の段階へと進んでいる。 

・豊田市・箕面市・交野市・パナソニック・介護事業所が連携し、要支援から要介護までの高齢者

単身・夫婦のみ世帯を対象として、遠隔で宅内の状態や状況を把握できるよう、IoT 機器を活用

したシステムの構築及び実証実験を実施した。（豊田市は「豊田市つながる社会実証推進協議会」

が参画） 

・事業所は、IoT 機器から取得した生活リズム情報から対象者の行動パターンを分析し、一人ひと

りに適切なサービスの内容やタイミングなどをケアプランに反映する。利用者の安心と満足度向

上につなげると共に、突発の緊急対応を減らすことにより、事業所での負担を軽減するシステム

を検討する。 

●在宅向けサービスの仕組 

資料：パナソニック プレスリリース（2017 年８月 28 日） 
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4）ヒートショック対策改修の助成制度の事例 

・厚生労働省の人口動態調査によると、高齢者の不慮の事故による死亡者数は、「転倒・転落」、「誤

嚥等の不慮の窒息」、「不慮の溺死及び溺水」の順に多く、これらの事故による死亡者数は、「交

通事故」による死亡者数よりも多くなっている（消費者庁注意喚起情報 2019.12）。溺死・溺水

の要因となるヒートショック対策が急務となっている。 

●新潟県見附市の断熱改修等リフォーム事業補助金の概要 

・新潟県見附市では、市民の健康増進及び健幸住宅の普及を目的に、市内施工業者を通じて市

民が住宅等をヒートショック対策につながるリフォーム工事を実施する場合、その経費の一

部を補助している。 

資料：新潟県見附市 HP https://www.city.mitsuke.niigata.jp/14888.htm 
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②住宅確保要配慮者が安心して暮らせる居住環境の整備 

1）外国人世帯の状況 

・本県の住民基本台帳人口に占める在留外国人割合は 3.7％（約 28 万人）であり、全国の 2.3％に

比して大きい。 

・市町村別に見ると、人数では約９万人の名古屋市が突出しており、割合は高浜市及び飛島村

（8.6％）、碧南市及び知立市（7.7％）で高い。 

●在留外国人数及び人口に占める割合 

資料：在留外国人統計(2019 年 12 月)、あいちの人口(2020 年 1月) 
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2）家主が住宅確保要配慮者を敬遠する理由 

・住宅確保要配慮者の入居に対して、賃貸人の一定割合は拒否感を示しており、入居制限がなされ

ている状況である。 

・家賃の支払いに対する不安が入居制限する理由となっている。 

●住宅確保要配慮者の入居に対する賃貸人の意識 

●入居制限の状況及び入居制限する理由 

資料：国土交通省住宅局（平成 30 年度）家賃債務保証業者の登録制度等に関する実態調査報告書 

社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料 
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3）県内の居住支援の状況 

●名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会 

・平成 30 年５月、不動産関係団体、居住支援団体、公的住宅機関等により、名古屋市住宅確保

要配慮者居住支援協議会が設立。 

・令和元年度は国の居住支援協議会活動費補助を活用し、定期的に入居相談窓口を開設。１年

間で 49 件の相談に応じ、相談のみを除く 36 件について、情報提供や関係事業者・機関への

繋ぎを実施。 

■民間賃貸住宅への入居相談の実施 

資料：令和元年度 第５回 中部ブロック居住支援協議会に係る勉強会資料 

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/con02_benkyoukai/index.html 
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●岡崎市居住支援協議会 

・岡崎市においては、令和元年８月、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画を策定

するとともに、居住支援協議会が設立。 

・協議会を構成する各団体が連携し、住宅確保要配慮者と大家のマッチング、及び居住支援サ

ービスのマッチングを図り、円滑な入居と居住の安定に向けた取組みを実施。 

■居住支援協議会の活動イメージ 

■居住支援協議会による居住支援の体制及び住まい探しの相談から支援の流れ 

資料：岡崎市住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画 
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4）他都府県の居住支援の状況 

●練馬区 

・練馬区では、令和元年 6月から、年齢や身体状況などの理由によりアパート探しでお困りの

方を対象に民間賃貸住宅の空き室情報を提供する住まい確保支援事業を開始した。 

・生活支援に関する相談を受けることが多い総合福祉事務所が窓口となり、生活に係るニーズ

を把握するなど、ワンストップ窓口の体制を確立している。 

・また、高齢者の入居には緊急通報システムの設置を義務付けることにより、大家の不安を解

消する手立てとしている。 

■練馬区住まい確保支援事業の利用の流れ 

■住宅確保要配慮者向けチラシ、及び大家向けチラシ 

資料：練馬区 HP https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/jutakufukushi/kakuho/sumaikakuho1.html 

ステップ２ 部屋探し 

①相談員が物件情報を不動産団体に照会 

②利用者は照会結果を郵送で受領し、希望する物件があれば、提供物件取扱店へ来店

ステップ１ 区の受付窓口（総合福祉事務所）への訪問 

①利用者が受付窓口（総合福祉事務所）に来庁

・サービス利用に関する問い合わせ先は、都市整備部住宅政策課 

・利用者が高齢者の場合、緊急通報システムの設置について同意が必要 

②相談員に、住み替え先の希望条件を伝える

ステップ３ 物件の下見、賃貸借契約 

①物件を下見し、希望が変わらなければ、提供物件取扱店と賃貸借契約を締結 

②（利用者が高齢者の場合、賃貸借契約を締結後、地域包括支援センターに訪問し、緊急通報システムの

設置の利用手続きを行う。
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●京都市 

・京都市居住支援協議会（京都市すこやか住宅ネット）では、高齢であることを理由に入居を

拒まない賃貸住宅を「すこやか賃貸住宅」とし、また、協力店や賃貸人を登録している。 

・「すこやか賃貸住宅」を活用し、一人暮らしの高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らせ

るよう支援するため、また民間賃貸住宅への円滑な入居を促進させるため、低廉な「住まい

確保」＋社会福祉法人による「見守り」などのサービスを提供する事業を実施している。 

・平成 26～28 年度のモデル事業には８圏域８法人が参加して取組み、平成 29 年度からは市の

独自事業として実施地域を拡大している。 

■京都市居住支援協議会（京都市すこやか住宅ネット）の活動 

資料：京都市すこやか住宅ネット リーフレット

■高齢者すまい・生活支援事業の要件及びサービス内容 

資料：京都市高齢者すまい・生活支援事業 チラシ
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■対象地域の拡大 

資料：京都市高齢者すまい・生活支援モデル事業、京都市高齢者すまい・生活支援事業 チラシ
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③公営住宅の適切な管理と供給 

1）県営住宅入居者状況（世帯人員別世帯数、世帯） 

・県営住宅の入居者を世帯人員別にみると、２人世帯が最も多く、次いで単身世帯が多い状況であ

る。2008 年度と比べて 2018 年度では、単身、２人世帯の割合が増加している。 

・県営住宅の入居者を年齢別にみてみると、2018 年度では 70 歳以上が最も多くなっている。2008 

年度から 10 年経過し、県営住宅入居者の高齢化が進んでいる状況である。 

・県全体の人口割合と比べると 20～49 歳が少なく、70 歳以上が多く県営住宅に入居している。

●世帯人員別世帯数 

●年齢別入居者数 

資料：愛知県営住宅長寿命化計画 
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2）定期借家制度（若年層向け期限付き入居）の事例 

・公営住宅に定期借家制度を導入している事例として、東京都営住宅、東大阪市営住宅、新潟市営

住宅等がある。 

・都営住宅、府営住宅とも、原則 10 年間の期限付き入居としている。 

●東京都営住宅の若年夫婦・子育て世帯向（定期使用住宅）の要件 

資料：都営住宅 定期募集案内（令和２年 11月） 

●大阪府営住宅の期限付入居住宅（若年世帯向け）の要件及び注意事項 

新
婚
世
帯

・申込者本人及び配偶者（内縁関係及び婚約者を含む）が募集期間末日現在において４０歳未満であり、
次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する方がいる世帯 

（ア）既婚者については、募集期間初日において、婚姻の届出から１年以内であること（内縁関係にある
方は、募集期間初日において、同居することとなった日から１年以内であること） 

（イ）婚約者との申込みについては、申込日に婚約中で、婚姻する日が募集期間末日から１年以内である
こと（ただし、新築住宅については、婚姻する日が入居予定時期から１ヶ月以内であること） 

子
育
て
世
帯

・申込者本人が募集期間末日現在において４０歳未満であり、次の（ア）及び（イ）に該当する世帯 
（ア）現在同居しているか、又は同居しようとする小学生以下（募集期間末日現在）の子どもを含む親子

を中心とした親族からなる世帯 
（イ）配偶者（内縁関係及び婚約者を含む）がいる場合には、その配偶者が募集期間末日において４０歳

未満であること 

注
意
事
項

・この応募区分の入居期間は、入居承認日より１０年です。 
・期間の延長及び更新はありませんので、期間の満了日までに住宅を明け渡していただきます。その際に

移転料の負担はしません。 
・期間満了の６ヵ月前までに、期間満了通知を送付します。 
・入居期間内であっても高額所得者の認定を受けた場合は、住宅を明け渡していただくこととなります。
・入居期間は１０年となっておりますが、期間内に退去することもできます。 
・入居期間中に、他の府営住宅（総合募集等）に申込むことができます。 

資料：大阪府ＨＰ http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/fukushi.html
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3）空き住戸の目的外使用による多様な活用 

・公営住宅は、本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、

公営住宅法や高齢者住まい法で規定する公営住宅の使用に関するもののほか、補助金適正化法第

２２条に基づく大臣承認を得た上で、事業主体が地方自治法第２３８条の４第７項（行政財産の

使用許可）に基づく許可を行うことにより、目的外使用（使用許可）させることができる。また、

通知により予め公営住宅の目的外使用が認められる類型を明示し、承認手続等を簡素化している

ものもある。 

・また、事業主体は、公営住宅等が災害その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理すること

が不適当であると認める場合に国交大臣の承認を得たとき、耐用年限を勘案して国交大臣の定め

る期間を経過した場合、法定建替えに係る国土交通大臣の承認を得たとき、用途廃止が可能。 

●サーファー向け移住お試し住宅としての活用事例（千葉県一宮町） 

・県道・海岸をサーフストリートとして整備。駅周辺の整備も行う。サーフィンセンターの建

設や移住者や町を訪れた人を対象にライフスタイルが体験できるモデリングハウスを建設し、

町に住みたいと思わせる。運営はまちづくり会社を設立し、採算性を重視した公設民営型で

行うことで、人材育成と起業家育成を実施し、雇用を生み出す。 

・また、サーファーのお試し移住等の移住促進を実施するため、既存の町営住宅を改装、サー

フボードやウェットスーツ等の保管場所を確保した住宅を供給する。 

資料：内閣官房「地域再生計画における公的不動産活用の状況」、一宮町まち・ひと・しごと創成総合戦略 
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●農業サポーターの滞在用住宅としての活用事例（北海道夕張市） 

・夕張市では、毎年夕張市内のメロン農家でお手伝いをするサポーターを募集している。サポ

ーターは半年間(3月～9月)、8名程度募集。アルバイトでの募集、短期農業体験での募集が

ある。滞在期間の住居には、小中学校の統廃合で使われなくなった元校長住宅や公営住宅が

利用されている。 

資料：https://www.furusato-tax.jp/gcf/490

写真：シルバー共同住宅(H26 年度財務省財政制度分科会 夕張市長提出資料より)
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●大阪府営住宅における若者の職業的自立用住戸の事例 

・府営清滝住宅の空室を活用し、若者の就業及び居住の支援を行う。 

・ＮＰＯが就職・住宅・コミュニティの 3つのサポートプログラムを実施。就職による収入の

増加に加え、生活コストを下げるという視点からも若者の自立を促進している。 

資料：大阪府営住宅ストック活用事例集 
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●明舞団地（兵庫県営・兵庫県公社・ＵＲ賃貸等）における活用事例 

・ミックストコミュニティの推進、高齢者等への生活支援の充実、集合住宅、建替事業の推進、

地域活力の向上に資する学生向け住宅等を目的として、公営住宅を若年世帯住宅等として使

用。 

・コミュニティの活発化や生活サービスの導入による生活支援の充実のため、住宅用途以外に

使用。 

■目的外使用の柔軟化（学生シェアハウス）について 

１．目的外使用できる学生 

－明舞団地近隣の大学に通学する学生で、明舞団地の活性化に資する研究または活動を行う意志の

ある学生 

－１名または数名で居住する学生 

２．対象住戸  「明石舞子南鉄筋」、「明石舞子北鉄筋」 

３．募集の概要 

■目的外使用の柔軟化（コミュニティ拠点等）について 

１．目的外使用できる活動内容 

－住民団体等が地域コミュニティの活性化等を目的として、コミュニティ活動拠点として使用する。

－NPO 等が高齢者等の生活支援等の充実を図ることを目的として、ふれあい喫茶・見守り活動等の

拠点として使用する。 

－NPO 等が子育てサービス提供等の充実を図ることを目的として、子育てサークル・子育て相談等

の活動拠点として使用する。 

２．対象住戸  「明石舞子鉄筋」（現在は対象外）、「明石舞子南鉄筋」、「明石舞子北鉄筋」 

３．活動団体の状況 

資料：明舞団地のまちづくり情報発信基地ＨＰ 
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●地域再生計画に基づく公営住宅の目的外使用事例 

都道府

県 

作成主

体名

（県/

市町

村）

計画の名称 計画の概要・公営住宅の利活用 

北海道 夕張市

公営住宅の空き
住戸を活用した
関わり人口や産
業労働力の滞在
拠点整備計画 

夕張市は、急激な人口減少に伴い、公営住宅の空き家が多く発生しているこ
とが課題である。本計画では、この空き住戸を市民団体やＮＰＯ法人等に提
供し、地域産業従事者や、地域再生への取り組みを学びたい大学生等が短期
間滞在できる拠点として整備することで、産業の活性化や集落のコミュニテ
ィの再生に繋げる。 

千葉県 一宮町
一宮町新世代サ
ーフタウン地域
再生計画 

県道・海岸をサーフストリートとして整備。駅周辺の整備も行う。サーフィ
ンセンターの建設や移住者や町を訪れた人を対象にライフスタイルが体験
できるモデリングハウスを建設し、町に住みたいと思わせる。運営はまちづ
くり会社を設立し、採算性を重視した公設民営型で行うことで、人材育成と
起業家育成を実施し、雇用を生み出す。また、サーファーのお試し移住等の
移住促進を実施するため、既存の町営住宅を改装、サーフボードやウェット
スーツ等の保管場所を確保した住宅を供給する。 

岐阜県 下呂市

情報発信プラッ
トホームで下呂
市観光の「ひと・
もの」まちづくり

下呂温泉の魅力を生かし、国内外からの誘客を図るため、遊休市有地を活用
したランドマークによる集客や観光交流センターを拠点とした情報発信等
を行う。また、街あるきの充実、二次交通の充実、各地域の資源の発掘や磨
き上げ等により、旅行客を周辺地域へ誘導、市内全域で滞在型観光につなげ
る。市営住宅の空き家をお試し居住の施設として提供する。また、地域にお
いて創業等を検討するものを対象に空家となっている既存の市営住宅を活
用し、創業環境の場を提供する。 

岐阜県
揖斐川
町 

揖斐川町公営住
宅有効活用計画 

揖斐川町は、少子化対策・定住化対策を行っており、近年、住宅需要が上昇
している。町には民間賃貸住宅が少ない一方、公営住宅では入居者の高齢化
等による空家の発生が見込まれるため、公営住宅への入居資格者以外の者の
一定期間受入を可能に(入居要件の緩和)することで、住宅需要への対応、就
労の場確保など、住宅地域コミュニティの維持を図り、地域の活性化につな
げる。 

滋賀県 滋賀県

県営住宅の空き
家を活用したコ
ミュニティ再生
計画 

子育て支援や高齢者生活支援等を行う NPO 法人、地域再生のノウハウを持つ
大学等に県営住宅の空き家を提供し、子育て支援、高齢者生活支援等に活用
することで、地域コミュニティの活性化を図り、入居者や地域の方々が安心
して暮らせる魅力ある住宅団地づくりを進める。さらに、自治会活動等への
参加を条件として、住宅に困窮する大学生に空き家を提供し、地域コミュニ
ティの活性化を図る。 

大阪府 大阪府
府営住宅地域資
源化プラン・大阪

地域の安心の確保や賑わい・活力の向上を図るため、地元市町との連携のも
と、空室や建替事業等により創出される用地などを活用し、人々が集まる拠
点の確保や様々な活動を展開できるスペースへの転用を進める。さらに、地
域の福祉ニーズ等に対応した生活支援機能や福祉機能、雇用を生み出す就労
機能、ファミリー向けマンション等の多様な住宅への転換を図るなど、府営
住宅の地域資源化を進める。 

大阪府 大阪市
市営住宅の空き
住戸を活用した
地域活性化計画 

待機児童の増加や地域コミュニティの沈滞化などの課題に対応するため、市
営住宅において、入居者や地域住民、事業者、区・関係部局等と連携し、空
き住戸を小規模保育施設や子育て支援・高齢者支援等の活動拠点として活用
することにより、団地・地域における子育て支援の充実やコミュニティの活
性化等を図る。 

兵庫県 兵庫県
明舞団地再生計
画 

・ミックストコミュニティ推進に資する若年世帯向け住宅 
・高齢者等要生活支援者の子ども向け住宅 
・明舞団地の建替え、大規模改修時の一時的な仮住宅 
・明舞団地活性化に資する研究、活動を行う学生向け住宅 
(学生シェアハウス) 
・住民団体が運営するコミュニティ拠点 
・NPO 等が運営する高齢者、子育てサービスの活動拠点 

広島県 広島市
基町住宅地区再
生計画 

多世代・多様な世帯の入居促進、コミュニティの担い手育成を目指し、下記
の住宅を供給する。 
・若年世帯向けの住宅 
・基町住宅活性化に資する研究または地区の自治会活動に参加する学生向け

住宅(学生ルームシェア等) 

長崎県
佐世保
市 

市営住宅（宇久
町）有効活用構想

佐世保市宇久町は、外海離島であるが、この地域は交通機関が航路しかない
ため、他の産業の育成が進まず、人口減少の一途をたどっており、地域の活
力が失われつつある。そこで、「公営住宅における目的外使用承認の柔軟化」
を利用し、本土から宇久町に就労するものに対し、公営住宅の利用を可能と
することで、現島民の生活基盤維持に貢献できるような人材確保に努めなが
ら、地域の活性化を図る。 

資料：各自治体の地域再生計画 
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4）県営住宅のグループホームへの活用 

・本県では、公営住宅の目的外使用制度を利用し、1999 年度より県営住宅をグループホームに活

用する取組みを実施。 

資料：愛知県営住宅長寿命化計画（2020.3） 


